
   秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給料等に関する条例 

（昭和３６年７月２１日 条例第６号） 

改正 昭和３７年１０月２３日 条例第３号 

   昭和３８年３月９日 条例第１号 

   昭和４１年１０月１日 条例第３号 

   昭和４２年１２月２２日 条例第２号 

   昭和４５年３月３１日 条例第３号 

   昭和４６年３月２６日 条例第１号 

   昭和４７年３月３１日 条例第２号 

   昭和４８年１２月２５日 条例第２号 

   昭和５０年３月２９日 条例第２号 

   昭和５０年３月２９日 条例第３号 

   昭和５１年３月３１日 条例第３号 

   昭和５２年６月２５日 条例第２号 

   昭和５３年６月２８日 条例第４号 

   昭和５５年２月７日 条例第２号 

   昭和５５年３月２８日 条例第３号 

   昭和５６年６月２７日 条例第３号 

   昭和５７年６月３０日 条例第３号 

   昭和６０年３月２８日 条例第２号 

   昭和６０年３月２８日 条例第３号 

   昭和６３年３月３０日 条例第１号 

   平成元年１２月２２日 条例第４号 

   平成２年３月２８日 条例第２号 

   平成２年１２月２５日 条例第４号 

    平成３年１２月２５日 条例第３号 

    平成４年３月２６日 条例第２号 

    平成５年１２月２４日 条例第２号 

    平成６年１２月２２日 条例第４号 

    平成９年１２月２５日 条例第２号 

   平成１１年１２月２２日 条例第２号 

   平成１２年１２月１９日 条例第２号 

   平成１３年１２月２０日 条例第３号 



   平成１４年１２月１９日 条例第２号 

   平成１５年１１月２７日 条例第１号 

   平成１７年１１月２４日 条例第３号 

   平成１８年３月３１日 条例第１号 

   平成１９年３月３０日 条例第１号 

   平成２１年５月２９日 条例第２号 

   平成２１年１２月１日 条例第５号 

   平成２２年１２月１日 条例第５号 

   平成２２年１２月２２日 条例第８号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３

項の規定により組合長及び副組合長（以下「組合長等」という。）の給料及

び旅費の額並びにその支給方法を定める。 

 （給料の額等） 

第２条 組合長等の給料の額は、別表第１のとおりとする。 

２ 給料は、年額を２で除した額を４月１日から９月３０日までの前期分とし

て１０月に、１０月１日から翌年３月３１日までの後期分として翌年３月に

それぞれ支給する。ただし、第５項に掲げる理由により離職した日の属する

期の給料は、離職した日の属する月の翌月に支給する。 

３ 前項の支給日は、一般職の職員の給料の支給日の例による。 

４ 組合長等に支給する給料は、その職についた日から支給する。 

５ 任期満了、辞職、失職、死亡又は解職により、その職を離れたときは、そ

の日までの給料を支給する。 

 （日割り計算等） 

第２条の２ 前条第４項及び第５項の規定により、給料をその月の初日から支

給しないとき又はその月の末日まで支給しないときは、その給料の額は、そ

の期の現日数を基礎として、日割りによって算出する。 

２ 前条及び前項に定めるもののほか、組合長等の給料の支給方法については、

一般職の職員の例による。 

 （旅費） 

第３条 組合長等が職務を行うため出張した場合には、別表第２に定める額を

旅費として支給する。 
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 （旅費の支給方法） 

第４条 旅費の支給方法については、秦野市特別職職員に対する旅費支給の例

による。 

 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 昭和３６年度で支給する給与は、第２条第２項の規定にかかわらず３月末

日とする。 

  （平成２１年６月の期末手当支給率の特例） 

３ 平成２１年６月１日を基準日とする期末手当の支給率は、１００分の１９

０とする。 

   附 則（昭和３７年１０月２３日条例第３号） 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和３７年１０月１日より適用する。 

   附 則（昭和３８年３月９日条例第１号） 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和３８年１月１日から適用する。 

   附 則（昭和４１年１０月１日条例第３号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし第１条および第２条中報酬並

びに給料に係る改正規定は、昭和４１年４月１日から適用する。 

２ 改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例、秦野市伊勢原町清

掃組合特別職職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に

出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例

による。 

   附 則（昭和４２年１２月２２日条例第２号） 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和４２年１２月１日から適用する。 

   附 則（昭和４５年３月３１日条例第３号） 

１ この条例は、昭和４５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の費用弁償及び旅費の規定は、この条例の施行の日以後に出発する

旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従

前の例による。 

   附 則（昭和４６年３月２６日条例第１号） 

 この条例は、秦野市伊勢原市清掃組合規約を施行する日から施行する。 

   附 則（昭和４７年３月３１日条例第２号） 

１ この条例は、昭和４７年４月１日から施行する。 



２ 改正後の費用弁償及び旅費の規定は、この条例の施行の日以後に出発する

旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従

前の例による。 

   附 則（昭和４８年１２月２５日条例第２号抄） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和４８年１１月１日から適用する。 

   附 則（昭和５０年３月２９日条例第２号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和４９年１２月１日から適用する。 

２ この条例の規定による改正前の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する

条例または秦野市伊勢原市清掃組合特別職職員の給与に関する条例の規定に

基づいて、昭和４９年１２月１日からこの条例の施行の日の前日までに支払

われた報酬および給料等は、この条例の規定による改正後の議会議員等の報

酬及び費用弁償等に関する条例または秦野市伊勢原市清掃組合特別職職員の

給与に関する条例の規定による報酬および給料等の内払いとみなす。 

   附 則（昭和５０年３月２９日条例第３号） 

 この条例は、秦野市伊勢原市環境衛生組合規約を施行する日から施行する。 

   附 則（昭和５１年３月３１日条例第３号） 

１ この条例は、昭和５１年４月１日から施行する。 

２ （前略）改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関す

る条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この

条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 

   附 則（昭和５２年６月２５日条例第２号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原

市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）の規定は、昭和５２年６月１日（以下「切替日」という。）から適

用する。 

２ 改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の

規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料

等は、改正後の条例の規定による給料等の内払いとみなす。 

   附 則（昭和５３年６月２８日条例第４号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原

市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）の規定は、昭和５３年６月１日（以下「切替日」という。）から適

用する。 



２ 改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の

規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与

等は、改正後の条例の規定による給与等の内払いとみなす。 

   附 則（昭和５５年２月７日条例第２号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原

市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）の規定は、昭和５４年１２月１日（以下「切替日」という。）から

適用する。 

２ 改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の

規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料

等は、改正後の条例の規定による給料等の内払いとみなす。 

   附 則（昭和５５年３月２８日条例第３号） 

１ この条例は、昭和５５年４月１日から施行する。 

２ （前略）改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関す

る条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前

に出発した旅行については、なお従前の例による。 

   附 則（昭和５６年６月２７日条例第３号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、２の条例による改正後の秦野市伊勢原

市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）別表第１の規定は、昭和５６年４月１日（以下「切替日」という。）

から適用する。 

２ 改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の

規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料

及び期末手当（以下この項において「給料等」という。）は、改正後の条例

の規定による給料等の内払いとみなす。 

   附 則（昭和５７年６月３０日条例第３号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市伊勢原

市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）別表第１の規定は、昭和５７年６月１日（以下「切替日」という。）

から適用する。 

２ 改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の

規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料

及び期末手当（以下この項において「給料等」という。）は、改正後の条例
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の規定による給料等の内払いとみなす。 

   附 則（昭和６０年３月２８日条例第２号） 

 この条例は、昭和６０年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和６０年３月２８日条例第３号） 

１ この条例は、昭和６０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

２ この条例による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例、

秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例の規定は、施

行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、

なお従前の例による。 

   附 則（昭和６３年３月３０日条例第１号） 

 この条例は、昭和６３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成元年１２月２２日条例第４号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の（中略）秦野

市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例第２条第３項中支

給率に係る規定（以下「改正後の条例」という。）は、平成元年４月１日か

ら適用する。 

２ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の

（中略）秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例第２

条第３項中支給率の係る規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条

例の規定による期末手当の内払とみなす。 

   附 則（平成２年３月２８日条例第２号） 

１ この条例は、平成２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例による改正後の（中略）秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員

の給与等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施

行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２年１２月２５日条例第４号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の（中略）秦野

市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例第２条第３項（以

下「改正後の条例」という。）の規定は、平成２年４月１日から適用する。 

２ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の

（中略）秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例第２

条第３項に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末



手当の内払とみなす。 

   附 則（平成３年１２月２５日条例第３号） 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の（中略）秦野

市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例第２条第３項（以

下「改正後の条例」という。）の規定は、平成３年４月１日から適用する。 

 （期末手当の内払） 

２ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の

（中略）秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員の給与等に関する条例第２

条第３項に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末

手当の内払とみなす。 

   附 則（平成４年３月２６日条例第２号） 

 この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成５年１２月２４日条例第２号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成６年１２月２２日条例第４号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （平成７年３月における期末手当の額の特例） 

２ 平成６年１２月において期末手当の支給を受けた議会の議員及び特別職職

員（以下「議会の議員等」という。）に平成７年３月において現に支給され

る期末手当の額は、第１号に規定する額から第２号に規定する額を差し引い

た額とする。 

 (1) ３月１日を基準日とする期末手当に係る支給率で計算して得られる議会

の議員等に係る期末手当の額 

 (2) 平成６年１２月において議会の議員等に支給された期末手当の額からこ

の条例により改正された１２月１日を基準日とする期末手当に係る支給率

で計算して得られる議会の議員等に係る期末手当の額を差し引いた額 

   附 則（平成９年１２月２５日条例第２号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１１年１２月２２日条例第２号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 



 （平成１２年３月の期末手当額の特例） 

２ 平成１２年３月１日を基準日とする期末手当（以下「３月の期末手当」と

いう。）の支給率は、１００分の４５とする。 

３ 平成１１年１２月１日を基準日とする期末手当（以下「１２月の期末手当」

という。）の支給を受けた議会の議員及び特別職職員の３月の期末手当の支

給額は、第１号に規定する額から第２号に規定する額を差し引いた額とする。 

 (1) 前項の規定による支給率で計算して得られる額 

 (2) 議会の議員及び特別職職員が受けた１２月の期末手当に相当する額を１

００分の２５０で除して、１００分の２５を乗じて得た額 

 

   附 則（平成１２年１２月１９日条例第２号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （平成１３年３月の期末手当支給率の特例） 

２ 平成１２年１２月１日を基準日とする期末手当（以下「１２月の期末手当」

という。）を受けた議会の議員及び組合長等の特別職職員（以下「議会の議

員等」という。）の平成１３年３月１日を基準日とする期末手当（以下「３

月の期末手当」という。）の支給率は、１００分の３０とする。ただし、１

２月期末手当を受けない議会の議員等の３月の期末手当の支給率は、１００

分の５０とする。 

   附 則（平成１３年１２月２０日条例第３号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （平成１４年３月の期末手当支給率の特例） 

２ 平成１３年１２月１日を基準日とする期末手当（以下「１２月の期末手当」

という。）を受けた議会の議員及び組合長等の特別職職員（以下「議会の議

員等」という。）の平成１４年３月１日を基準日とする期末手当（以下「３

月の期末手当」という。）の支給率は、１００分の４５とする。ただし、１

２月の期末手当を受けない議会の議員等の３月の期末手当の支給率は、１０

０分の５０とする。 

   附 則（平成１４年１２月１９日条例第２号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、



公布の日から適用する。 

 （平成１５年３月の期末手当支給率の特例） 

２ 議会の議員及び組合長等の特別職職員の平成１５年３月１日を基準日とす

る期末手当の支給率は、１００分の４５とする。 

   附 則（平成１５年１１月２７日条例第１号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （平成１５年１２月の期末手当支給率の特例） 

２ 議会の議員及び組合長等の特別職職員の平成１５年１２月１日を基準日と

する期末手当の支給率は、１００分の２１５とする。 

   附 則（平成１７年１１月２４日条例第３号） 

 この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年３月３１日条例第１号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の（中略）秦野市伊勢原市環境衛生組合特別職職員

の給与等に関する条例のうち、日当の廃止に係る改正規定は、施行日前に出

発し、かつ、施行日以後に終了する出張の場合については、施行日以後の期

間に対応する部分について適用する。 

   附 則（平成１９年３月３０日条例第１号） 

 この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年５月２９日条例第２号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２１年１２月１日条例第５号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２２年１２月１日条例第５号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２２年１２月２２日条例第８号） 

 この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

【別表第１（第２条関係）】 

http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp/reikishu/new_reiki/52a-01_betu.pdf


【別表第２（第３条関係）】 

http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp/reikishu/new_reiki/52a-02_betu2.pdf



